	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２０２６年度和歌山県高等学校陸上競技対校選手権大会
兼第７９回全国高等学校陸上競技対校選手権大会近畿地区予選会県予選会
１．日　　時　２０２６年５月２９日（金）　競技開始　　１０:００
５月３０日（土）  競技開始　　　９:００
１．日　　時　平成　　　５月３１日（日）  競技開始　　　９:００
　　　　　　　　　　　　　　　　　（各日とも審判員打ち合わせ　８:２０）
２．場　　所　紀三井寺公園陸上競技場　〒641-0014　和歌山市毛見200　℡:073(444)7565
３．主　　催　和歌山県教育委員会　和歌山県高等学校体育連盟　和歌山陸上競技協会
４．種　　目　男子（２１種目）
          　  100m 200m 400m 800m 1500m 5000m 110mH 400mH 3000mSC 5000mW 4×100m 4×400m
　　　　　　　走高跳 棒高跳 走幅跳 三段跳 砲丸投 円盤投 ハンマー投 やり投 八種競技
　　　　　　　女子（２０種目）
            　100m 200m 400m 800m 1500m 3000m 100mH 400mH 5000mW 4×100m 4×400m
　　　　　　　走高跳 棒高跳 走幅跳 三段跳 砲丸投 円盤投 ハンマー投 やり投 七種競技
５．参加資格  ①競技者は、和歌山県高等学校体育連盟加盟校の生徒であること。
　　　　　　　②和歌山陸上競技協会を経て日本陸上競技連盟の登録競技者であること。
           　 ③２０２６年４月２日現在１９歳未満の者。ただし、同一学年での出場は１回限りとする。
            　④全日制と定時制・通信制の混成チームは認めない。
            　⑤転校後６ヶ月以内の者の出場は認めない。ただし、一家転住等はその限りでない。
６．出場制限　１種目１校３名以内、リレーは１校１チーム６名以内。同一人の出場は３種目以内とする。
（リレーを除く）
７．競技方法  ①２０２６年日本陸上競技連盟競技規則及び本大会申し合わせ事項による。
　　　　　　　②男女別の学校合計得点によって順位を決定する。（学校対抗）
              　種目得点は１位８点～８位１点とする。
８．表　　彰　①各種目第１位には賞状とメダル、第２位、第３位には賞状を授与する。
            　②男女とも総合優勝校には賞状とカップ、第２位、第３位には賞状を授与する。
　　　　　　　③男女別に最優秀選手を選考し、最優秀選手賞を授与する。
９．申込方法  ①webページ(http://www.athleteranking.com/)からの申し込み（エントリー）とする。
　　　　　　　②エントリー締切日　　２０２６年５月８日（金）１７：００迄
           　 ③問い合わせ先　〒646-0023　田辺市文里二丁目33番12号
                    　　    　神島高等学校内　中道　正人 宛　TEL 0739-22-2550
10．そ の 他　①開始式は下記のとおり実施するので、全員出席のこと。
　　　　　　　　５月２９日(金)　９:１５　（集合完了　９:１０）
　　　　　　　②近畿地区予選会(彦根市・平和堂HATOスタジアム)について
　　　　　　　　本大会各種目第６位までの入賞者は出場資格を得る。ただし、男女5000mWは５位までとし、次の種目は4位までとする。
男子････八種競技　女子････棒高跳・三段跳・ハンマー投・七種競技
　　　　　　　　なお、出場資格を得ながらやむを得ない事情で出場できない場合は、５月３１日(日)大会終了までに申込受付に申し出ること。
11．個人情報の取り扱いについて
(1)個人情報の取得と使用について
本大会主催者は、個人情報保護に関する法律および関連法令等を遵守して個人情報を
取り扱う。なお、取得した個人情報は、大会の資格審査、プログラム編成及び作成、
記録発表、ホームページ、その他競技運営及び陸上競技に必要な連絡等に利用する。
(2)映像・動画・画像の撮影と使用について
本大会主催者及び日本陸上競技連盟いずれかが認めた報道機関や大会の協賛・後援の
各団体が撮影した大会の映像・動画・画像・記事・個人情報等を、主催者および主催
者が認めた第三者が大会運営および宣伝等の目的で、大会ポスター・プログラム・パ
ンフレット・大会報告等への使用、およびテレビ・ラジオ・新聞・雑誌・SNS・ホーム
ページ等の媒体に掲載することがある。
12.大会の映像その他注意事項
(1)大会の映像は主催者及び共催者の許可なく第三者がこれを使用すること（インターネッ
ト上において画像や動画を配信することを含む）を禁止する。
(2)競技中に発生した傷害・疾病については、応急処置は主催者にて行うが、以後の責任は
負わない。

